
男鹿市建設工事低入札価格調査取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、男鹿市が発注する建設工事に係る入札において、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項（地方自治法施行令第１６７条の１３の規定により

準用する場合を含む。）の規定に基づき落札者を決定するために行う、契約の相手方となるべき

者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを判断

するための調査（以下「低入札価格調査」という。）等に関し必要な手続きを定めるものとする。 

 

（適用対象工事） 

第２条  この要綱の規定は、建設工事の競争入札のうち請負対応額が２千万円以上または総合評価

落札方式による入札に適用するものとする。ただし、請負対応額が２千万円を下回る工事であっ

ても、市長が特に必要があると認めた場合には、この要綱の規定を適用することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、工期上の理由等により必要があると認められるときは、こ

の要綱の規定を適用しないことができる。 

 

（調査基準価格） 

第３条 市長は、前条の適用対象工事について入札を行おうとする場合は、あらかじめ案件ごとに、

低入札価格調査を行う基準となる入札比較価格に対する価格（以下「調査基準価格」という。）

を定めるものとする。 

 

（低入札価格調査の実施） 

第４条 入札執行者は、入札の結果、予定価格の制限の範囲内の最低の価格（以下「最低入札価格」

という。）が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留し、当該最低入札価

格の入札をした者（以下「最低価格入札者」という。）を対象として低入札価格調査を行うもの

とする。 

２ 前項の低入札価格調査は、別に定める失格判断基準に該当するものであるか否かの調査（以下

「失格判断基準調査」という。）及び別に定める事項についての資料提出の請求、ヒアリングの

実施、関係機関への照会等の方法による調査（以下「詳細調査」という。）により行うものとす

る。 

 

（建設業者資格審査委員会への報告） 

第５条  入札執行者は、前条の規定により調査を行った結果について、建設業者資格審査委員会（以

下「審査委員会」という。）に報告するものとする。ただし、失格判断基準調査をもって低入札

価格調査を終了する場合にあっては、審査委員会への報告を行わないものとする。 

 

（審査委員会の審査等） 

第６条 審査委員会は、前条の報告を受けたときは、当該報告に基づき、契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められるか否かについて審査するものとする。 

２ 審査委員会は、審査結果について入札執行者に通知するものとする。 

 

（落札者の決定） 

第７条 入札執行者は、最低価格入札者の入札が第４条第２項による失格判断基準に該当せず、か

つ、失格判断基準調査をもって低入札価格調査を終了したとき又は前条の規定による審査の結果

が契約の内容に適合した履行がなされると認められる旨のものであったときは、当該最低価格入

札者を落札者と決定するものとする。 

２ 入札執行者は、最低価格入札者の入札が第４条第２項による失格判断基準に該当するものであ

ったとき又は前条の規定による審査の結果が契約の内容に適合した履行がなされないおそれが



あると認められる旨のものであったときは、当該最低入札者を落札者としないものとする。 

３ 前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合において、予定価格の範囲内の最低入

札価格についで低い価格（以下「次順位価格」という。）が調査基準価格以上の価格であるとき

は、入札執行者は、当該次順位価格の入札者を落札者と決定するものとする。 

４ 前項に規定する場合において、次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、当該

次順位価格につき第４条から前項までの規定を準用する。 

 

（落札者等に対する通知） 

第８条 前条の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって入

札した者等で落札者とならかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対してその

旨を通知しなければならない。 

 

（入札参加業者への通知） 

第９条  この制度の円滑な運用を図るため、市長は、低入札価格調査制度を適用する旨を入札公告

に記載するとともに、次のことを周知するものとする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の１０第１項の規定に基づき低入札価格を調査するための基

準があること。 

（２）調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法。 

（３）調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならな

い場合があること。 

（４）調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すべきこと。 

 

（補足） 

第 10条  本要綱に定めのない事項については、別に定める。 

 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

この要綱は、平成２３年１０月２５日以降に入札公告を行う工事に適用する。 

この要綱は、平成２７年４月１日以降に入札公告を行う工事に適用する。 

 



別表（第４条関係） 

 

失格判断基準 

 調査基準価格を下回る入札価格で入札した場合であって、次のいずれかに該当すること。 

 

（１）入札価格が、調査基準価格に１０分の９．５から１の範囲内で変動する係数を乗じて得た額

を下回っていること。 

 

（２）見積内訳明細書上の直接工事費に相当する額が、設計上の直接工事費に相当する額に１０分

の８．５を乗じて得た額を下回っていること。 

   なお、入札時に提出された見積内訳明細書上の工事価格と入札価格が一致しないとき（（４）

に該当する場合は除く）は、両者の比率により見積内訳明細書上の直接工事費を補正した金額

を見積内訳明細書上の直接工事費とみなすものとする。 

 

（３）見積内訳明細書上の共通仮設費に相当する額が、設計上の共通仮設費に相当する額に１０分

の８を乗じて得た額を下回っていること。 

   なお、入札時に提出された見積内訳明細書上の工事価格と入札価格が一致しないとき（（４）

に該当する場合は除く）は、両者の比率により見積内訳明細書上の共通仮設費を補正した金額

を見積内訳明細書上の共通仮設費とみなすものとする。 

 

（４）提出された見積内訳明細書の記載の不備により、当該入札における見積内訳明細書上の直接

工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費に相当する額を算出することができないこと。 

 


